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北海道印刷工業組合札幌支部
2020年度４月定例役員会報告

［日時］2020年４月23日木 13：30～

■出席者：岸支部長、西山副支部長、前田副支部長、岡部副支部長、矢吹委員長

■議事録担当：五十嵐　　　　　　　　　　　　■議事進行：岸

1.委員会報告／各委員長

・青年部委員会／矢吹委員長

新型コロナウイルスによる業界の対応等について。

今後の会議の日程について。

・組織・共済委員会／前田委員長

第１９回親睦パークゴルフ大会開催の有無については

今後の状況をみて判断。

また毎年恒例の札幌支部夏祭りについては今年は中

止する。

　

・教育・研修委員会／西山委員長

全印工連の会議等は中止になり今後の会議予定につ

いても状況見て判断する。

プリンティング札幌５月号について。

　

・経営革新・マーケティング委員会／岡部委員長

新型コロナウイルスによる業界の対応等について。

今後の会議の日程について。

2.月次決算報告／五十嵐

財務状況報告。

3.その他

①新型コロナウイルスの影響による今後の行事、会

議、組合運営について

②令和2年度札幌支部通常総会は5月29日16時～パー

クホテルにて開催予定

③札幌支部通常総会について（議事進行、新役員につ

いて）

④令和2年度役員会日程について

⑤札幌支部事務局のテレワーク対応について
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第３２回北海道情報･印刷文化典札幌大会ならびに第３２回北海道情報･印刷文化典札幌大会ならびに
北海道印刷工業組合創立８０周年記念事業の北海道印刷工業組合創立８０周年記念事業の

開催延期についてのご案内開催延期についてのご案内

拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、組合事業推進に格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、第32回北海道情報･印刷文化典札幌大会ならびに北海道印刷工業組合創立80周年記念事

業を、５月29日～30日に、札幌パークホテルをメイン会場に開催するご案内を申し上げていまし
たが、新型コロナウイルス感染が拡大している状況を受け、動向を注視し、開催について慎重に
検討を重ねて参りました結果、ご参加者様・関係者様の健康・安全面を考慮し、予定通りの開催
は困難であるとの判断に至り、誠に不本意ではありますが、開催を延期させていただくこととし
ました。

このたびの措置につきまして、何卒、事情をご賢察いただき、ご理解ならびにご了承を賜りま
すようよろしくお願い申し上げます。

なお、新しい開催日程につきましては、決まり次第、改めてご案内させていただきますので、
その節には是非ともご参加を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬　具　

令和2年度 札幌支部通常総会開催のご案内令和2年度 札幌支部通常総会開催のご案内

謹啓　陽春の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃は、当支部運営に格別なご理解とご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、４月17日より延期させていただいておりました令和２年度通常総会を下記の通り開催い

たしますので、是非ともご出席くださいますようご案内申し上げます。なお、当日やむを得ず出
席出来ない場合は別葉委任状に必要事項をご記入、記名・捺印の上、５月15日まで（厳守）到着
するようご返信下さいますようお願い致します。

また、議案書を同封させていただきますので総会当日ご持参ください。
敬　具　

記

日時　令和２年５月29日（金）
　　　受付　午後３時30分から
　　　開会　午後４時00分

会場　札幌パークホテル
　　　北海道札幌市中央区南10条西3丁目1-1
　　　電話：011-511-3131

※時勢により開催方法を変更する場合がございます。 　　
　　例年開催しておりました懇親会は時節柄、執り行いません。
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新型コロナウイルス緊急対策のご案内新型コロナウイルス緊急対策のご案内

「＜経済産業省＞新型コロナウイルス感染症緊急対策」のご案内
～新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ～

　経済産業省は、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に

対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給します。

　この件に関する問い合わせが多数あり、概要資料最新版、申請要領について、同省Webページ

に掲載されました。

　＜持続化給付金に関するお知らせ＞

　https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

　＜申請要領（中小法人等向け）＞

　https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

　＜申請要領（個人事業者等向け）＞

　https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

　＜よくある質問＞

　https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

　＜新型コロナウイルス感染症関連　専用Webページ＞

　https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#90

　（持続化給付金のよくある質問、資金相談特設サイト、支援策メニュー等について掲載）

　◎給付要件・相談窓口

　【給付要件】

　　※申請には、以下の給付要件を満たしていることが必要となりますので、注意ください。

⑴2020年４月１日時点で、資本金の額または出資の総額が10億円未満もしくは常時使用す

る従業員数が2,000人以下

⑵2019年以前から事業収入（売上）を得ており、今後も 事業継続意思があること

⑶2020年１月以降 、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収

入が50％以上減少した月（対象月）が存在すること

　【問い合わせ先】

　中小企業 金融・給付金相談窓口

　受付時間：平日・土日祝日ともに、9時00分～19時00分

　直通番号：0570-783183

　北海道経済産業局　相談窓口 

　受付時間：平日・土日祝日ともに、9時00分～17時00分

　直通番号：011-717-0551
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「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う『雇用調整助成金』」のご案内
～新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ特例を拡充～

　厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた事

業主に対する雇用維持のための支援として、令和２年２月14日に中国観光客向け観光関連産業

の事業主に雇用調整助成金支給要件の緩和等の特例措置を行い、２月28日に業種に関わらず

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主に対象範囲を広げ、３月10日に追加措置で対象

となる労働者の拡充等の措置を行いました。

　併せて北海道特例といわれる雇用保険被保険者でない労働者を対象とする新たな緊急雇用安

定助成金制度を創設しました。

　さらに、４月１日に特例措置の拡大が、全国的に助成率の拡充、雇用保険被保険者でない労働

者への助成制度が活用できるようになりました。

　詳細は、下記ホームページ（道労働局）をご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/joseikin/

h30koyoutyousei_00014.html

「セフティネット保証5号指定」のご案内
～オフセット印刷業他5業種が指定～

　中小企業庁は、令和２年４月10日、セフティネット保証５号の指定業種の追加（中小企業信用

保険法第２条第２項第５号）を発表し、オフセット印刷業（紙に対するもの）、オフセット印刷以

外の印刷業（紙に対するもの）、製版業、製本業、印刷物加工業、印刷関連サービス業が追加指

定されました。

　期間は、令和２年４月10日から同６月30日までです。

　セーフティネット保証は、経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証とは別枠の

保証の対象とする資金繰り支援制度です。

　セーフティネット５号は、一般枠とは別枠で借入債務の80％を保証します。

  詳細は、下記ホームページ（中企庁）をご覧ください。

  https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

「新型コロナウイルス感染症『緊急貸付』」のご案内
～北海道の中小企業融資制度～

　北海道は、新型コロナウイルス感染症の流行により経営に影響を受けている中小企業者の経

営安定を図るため、融資制度を用意しました。

　特に、「新型コロナウイルス感染症緊急貸付」を利用して融資を受けた場合に支払う信用保証

料を北海道が補助します。

　詳細は、下記ホームページ（北海道）をご覧ください。

　http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/index.htm
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編集後記
「新型コロナウイルス」

早く終息しいつもの日常が戻ることを切に願
います。

札幌支部　事務局　五十嵐

▷ 有限会社K・S・E　代表者：酒井博幸
〒007-0837
札幌市東区北37条東28丁目6番1号
電話 011-768-7425　FAX 011-768-7426

新規加入賛助会員紹介
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